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東大阪市条例第  号  

 

東大阪市就学援助条例の一部を改正する条例 

 

 東大阪市就学援助条例（昭和５９年東大阪市条例第３１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第７条第１項中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第２項中「第６号」を「第５ 

号」に改め、同条第３項第２号中「、第４号及び第５号」を「及び第４号」に改める。 

 第９条第１項及び第１１条中「及び第６号」を削る。 

  

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



東大阪市就学援助条例新旧対照表 

新 旧 

（就学援助の種類等） （就学援助の種類等） 

第７条 就学援助の種類は、次のとおりとする。 第７条 就学援助の種類は、次のとおりとする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

 （５） 学校給食費 

（５） （略） （６） （略） 

２ 前項第１号に掲げる事項に係る就学援助は、第５条第１項

の規定による認定を受けた者（以下「被認定者」という。）

のうち就学予定者の保護者に対して、前項第２号から第５号

までに掲げる事項に係る就学援助は、被認定者のうち就学予

定者の保護者以外の保護者に対して、それぞれの被認定者の

児童生徒ごとに、同項各号に掲げる事項について行う。 

２ 前項第１号に掲げる事項に係る就学援助は、第５条第１項

の規定による認定を受けた者（以下「被認定者」という。）

のうち就学予定者の保護者に対して、前項第２号から第６号

までに掲げる事項に係る就学援助は、被認定者のうち就学予

定者の保護者以外の保護者に対して、それぞれの被認定者の

児童生徒ごとに、同項各号に掲げる事項について行う。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に該当する

被認定者に対しては、当該各号に定める事項に係る就学援助

は行わない。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に該当する

被認定者に対しては、当該各号に定める事項に係る就学援助

は行わない。 



（１） （略） （１） （略） 

（２） 生活保護法第１３条に規定する教育扶助を受けてい

る者の属する世帯の構成員  第１項第２号及び第４号に

掲げる事項 

（２） 生活保護法第１３条に規定する教育扶助を受けてい

る者の属する世帯の構成員 第１項第２号、第４号及び第

５号に掲げる事項 

（３） （略） （３） （略） 

（就学援助の支給方法） （就学援助の支給方法） 

第９条 就学援助は、第７条第１項第１号から第４号までに掲

げる事項については金銭、同項第５号に掲げる事項について

は現物を支給することにより行うものとする。 

第９条 就学援助は、第７条第１項第１号から第４号までに掲

げる事項については金銭、同項第５号及び第６号に掲げる事

項については現物を支給することにより行うものとする。 

２・３ （略）  ２・３ （略） 

（返還） （返還） 

第１１条 教育委員会は、次に掲げる場合には、既に行った就

学援助に係る支給額（第７条第１項第５号に掲げる事項にあ

っては、現物の支給に要した費用の額）の全部又は一部を返

還させることができる。 

第１１条 教育委員会は、次に掲げる場合には、既に行った就

学援助に係る支給額（第７条第１項第５号及び第６号に掲げ

る事項にあっては、現物の支給に要した費用の額）の全部又

は一部を返還させることができる。 

（１）～（３） （略）  （１）～（３） （略） 

 


